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宇都宮市では，子育て家庭が安心して外出できる環境を整えるため，授乳やおむつ替えの

ために，気軽に利用できる場所を「赤ちゃんの駅」として登録する取組を進めています。 

このたび，官民協働によるこの取組を一層推進するため，民間事業者が「赤ちゃんの駅」

を設置するための費用の助成を行いますので，ぜひご活用ください。 

 

「赤ちゃんの駅」とは，乳幼児連れの保護者が，授乳やおむつ替えのため

に，自由に利用できる場所です。市の公共施設をはじめ，スーパーやデパー

トなどの商業施設等，現在１６０施設の協力により「赤ちゃんの駅」の取組

みを進めています。登録した施設には，のぼり旗やステッカーなどの目印を

店頭に表示し，周知します。 

 

【事業の概要】 

○補助対象事業者 

宇都宮市内に商業施設又は事業所を有する事業者 

※事業者とは，法人や小売店などの経営をする個人など 

 

○補助対象施設 

ファミリーレストランやスーパーマーケットなど，広く市民の利用が見込まれる民間の商

業施設など 

 

○補助対象経費 

 授乳やおむつ替えの場を新設又は拡充する際の備品の購入費及び設置費 

(1) 授乳のための設備：授乳用イス，テーブル，パーテーションなど 

(2) おむつ替えのための設備：ベビーベッド，折りたたみ式おむつ交換台など 

※施設の増改築，施設整備は対象となりません。 

  

○補助額  １施設あたり上限額１０万円 

 

○申請期間 平成２３年１２月１日（木）～平成２４年１月２０日（金） 

 

○申請方法 

・所定の申請書に必要な書類を添付し，裏面の申請先まで直接お申し込み下さい。郵送に

よる受付は行いませんのでご注意ください。 

 ・交付決定は，原則として申請順で行います。なお，予算額に到達した時点で募集を締め

切らせていただきます。 

 ※補助金制度の詳細や申請書の様式，申請状況等については，市ホームページまたはお電話で 

ご確認ください。 

平成２３年度 

「赤ちゃんの駅」設置費補助事業のご案内 
 



○申請手続き 

 

１ 申請書受付期間 平成２３年１２月１日（木）～平成２４年１月２０日（金） 

 

２ 申請手続きの流れ 

 

 

 

     

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

３ 申請時の提出書類 

（1） 補助金交付申請書（別記様式第 1号） 

（2） 事業計画書（別記様式 2号） 

（3） 収支予算書（別記様式 3号） 

（4） 備品設置予定場所の見取り図及び現況写真 

（5） 備品購入に係る見積書の写し 

（6） 備品の内容が確認できるパンフレット 

（7） 送付先を記入した返信用封筒（定型） 

（申請先・お問い合わせ先） 

〒320-8540 宇都宮市旭１－１－５ 

  宇都宮市子ども部子ども未来課（市役所２階Ｄ１０番窓口） 

  電話：028－632－2344 FAX：028－638－8941 

  E ﾒｰﾙ：u1806@city.utsunomiya.tochigi.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/ 

①交付申請  事業者：申請書及び添付資料を直接市へ提出 

      ※申請期間 12/1～１/20 

②交付決定  市：審査後，交付決定通知書を事業者へ送付 

③事業実施  事業者：交付決定通知書が届いた後，備品設置に着手 

   備品の支払いまで完了 

           ※事業終了最終期限 2/29 

④実績報告  事業者：実績報告書及び添付資料を市へ提出 

              ※事業完了後１５日以内に報告 

⑤額の確定  市：事業の実績を確認後，補助金の額を確定 

          ※確定通知書を事業者へ送付 

⑥補助金請求 事業者：確定通知書が届いた後，請求書を市へ提出 

 

⑦補助金交付    市から補助金交付 
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